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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】検出器のイメージング・サブシステムとの連係
を容易にする。
【解決手段】Ｘ線イメージング・サブシステム（３０）
をＸ線撮像検出器（３２）と共に動作させる方法及びシ
ステムを開示する。各々のサブシステム（３０、３２）
が、Ｘ線画像を形成するように互いと共に動作し得る多
くのサブシステムの一つであってよい。連係がイメージ
ング・サブシステム（３０）と撮像検出器（３２）との
間に確立されて、連係の利用者知覚可能な指標（３２、
３４）が生成される。連係を確認するように利用者を促
すことができる。この後に、上述の二つのサブシステム
（３０、３２）を共に用いてＸ線撮像を行なうことがで
きる。イメージング・サブシステムのＸ線源（１２）は
、連係が確立されるまで又は確認が受け取られるまで不
能にされ得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線イメージング・システム（１０）の動作の方法であって、
　自律型イメージング・サブシステム（３０）と自律型検出器サブシステム（３２）との
間の連係を生成するステップ（２０６）と、
　前記自律型イメージング・サブシステム（３０）、前記自律型検出器サブシステム（３
２）、又は両方に前記連係の利用者知覚可能な指標（３４、３６、１０８、１１４、１１
６、１１８、１２０、１２４）を設けるステップ（２０８）と
を備えた方法。
【請求項２】
　前記自律型イメージング・サブシステム（３０）と前記自律型検出器サブシステム（３
２）との間の前記連係の利用者確認を受け取るステップ（２１２）を含んでいる請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記連係が生成されるまで又は前記利用者確認が受け取られるまで前記自律型イメージ
ング・サブシステム（３０）の１又は複数のＸ線源（１２）によるＸ線放出を不能にする
ステップを含んでいる請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記確認を可能にするために、前記自律型イメージング・サブシステム（３０）に、前
記自律型検出器サブシステム（３２）の指標（３４、１１４、１１６、１１８、１２０）
と同種の利用者知覚可能な指標（３６、１０８、１２４）を設けるステップを含んでいる
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記連係を生成するステップは、前記自律型イメージング・サブシステム（３０）の識
別信号を前記自律型検出器サブシステム（３２）に伝達し、前記自律型検出器サブシステ
ム（３２）の識別信号を前記自律型イメージング・サブシステム（３０）に伝達するステ
ップと、前記それぞれの識別信号を認識するステップと、前記それぞれの識別信号に基づ
いて無線インタフェイス（１４０）を介して前記自律型イメージング・サブシステム（３
０）及び前記自律型検出器サブシステム（３２）を結び付けるステップとを含んでいる、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記それぞれの識別信号は、前記自律型イメージング・サブシステム（３０）及び前記
自律型検出器（３２）に設けられた標識を走査することにより発生される、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記標識は１又は複数のバーコードを含んでいる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　走査装置から前記自律型イメージング・サブシステム（３０）及び前記自律型検出器サ
ブシステム（３２）の一方又は両方に前記識別信号を伝達するステップを含んでいる請求
項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記連係の利用者知覚可能な指標（３４、３６、１０８、１１４、１１６、１１８、１
２０、１２４）を設けるステップは、両方のサブシステムに、視覚型指標、聴覚型指標若
しくは触覚型指標、又はこれらの任意の組み合わせを設けるステップを含んでいる、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記連係の利用者知覚可能な指標（３４、３６、１０８、１１４、１１６、１１８、１
２０、１２４）を設けるステップは、前記検出器サブシステム（３２）のみに視覚型指標
、聴覚型指標若しくは触覚型指標、又はこれらの任意の組み合わせを設けるステップを含
んでいる、請求項１に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記自律型検出器サブシステム（３２）は、前記自律型イメージング・サブシステム（
３０）と共に動作する範囲内に位置して共に動作することが可能である複数の自律型検出
器サブシステム（３２）の一つである、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　Ｘ線イメージング・システム（１０）の動作の方法であって、
　Ｘ線イメージング・サブシステム（３０）及びＸ線検出器サブシステム（３２）を連係
させるステップ（２０６）と、
　前記連係の利用者知覚可能な指標（３４、３６、１０８、１１４、１１６、１１８、１
２０、１２４）を生成するステップ（２０８）と、
　前記連係の利用者確認を受け取るステップ（２１０）と、
　前記Ｘ線イメージング・サブシステム（３０）及び前記Ｘ線検出器サブシステム（３２
）により被検体を撮像するステップと
を備えた方法。
【請求項１３】
　前記Ｘ線イメージング・サブシステム（３０）及び前記Ｘ線検出器サブシステム（３２
）を連係させるステップは、
　前記Ｘ線イメージング・サブシステム（３０）の識別信号を前記Ｘ線検出器サブシステ
ム（３２）に無線式で提供するステップと、
　前記Ｘ線検出器サブシステム（３２）の識別信号を前記Ｘ線イメージング・サブシステ
ム（３０）に無線式で提供するステップと
を含んでいる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記連係が確立されるまで又は前記利用者確認が受け取られるまで前記イメージング・
サブシステム（３０）の１又は複数のＸ線源（１２）によるＸ線放出を不能にするステッ
プを含んでいる請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記確認を可能にするために、前記イメージング・サブシステム（３０）に、前記検出
器サブシステム（３２）の指標（３４、１１４、１１６、１１８、１２０）と同種の利用
者知覚可能な指標（３４、１２４）を設けるステップを含んでいる請求項１２に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般的には、ディジタル・イメージング・システムに関し、具体的には、モジ
ュール型イメージング・システムの管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な設計の多数の放射線イメージング・システムが公知であり、現在用いられている
。かかるシステムは、着目する被検体に向けられるＸ線の発生に基づく。Ｘ線は被検体を
横断してフィルム又はディジタル検出器に衝突する。例えば医療診断の状況では、かかる
システムを用いて、体内組織を視覚化し、患者の病気を診断することができる。他の状況
では、部品、手荷物、小包及び他の被検体を、内容を評価するために及び他の目的のため
に撮像することができる。一般的には、本開示によって参照される形式のＸ線システムと
しては、投影Ｘ線システム、フルオロスコピィ・システム、Ｘ線トモシンセシス・システ
ム、計算機式断層写真法システム、並びに超音波、陽電子放出断層写真法及び磁気共鳴撮
像等のような他の撮像物理構成と共にＸ線撮像を用いる様々な混成型又は結合型モダリテ
ィ・システム等がある。
【０００３】
　Ｘ線イメージング・システムは可搬型であっても静止型であってもよく、一般的には、
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イメージャ構成要素と検出構成要素とを含み得る。イメージャ構成要素は、Ｃアーム・ガ
ントリ又は配置アームに設けられたＸ線撮影室に見受けられるもののような実質的に静止
型のＸ線源を含んでいてもよいし、患者の寝台又は同様の区域に隣接して配置され得る車
輪に載せた可動式Ｘ線源のような可動式Ｘ線源を含んでいてもよい。検出構成要素は、静
止型の線源構成要素又は可動式の線源構成要素の何れかに適合し得る有線又は無線の検出
器を含み得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第7664222号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、かかる検出器は、可搬型であっても一つの特定のＸ線イメージング・シ
ステムの内部でしか用いることができない。すなわち、単一の検出器は典型的には、特定
のイメージング・システムに永続的に一体化され得るため異なるイメージング・システム
と共に用いることができない。従って、単一の検出器サブシステムを多数のイメージング
・サブシステムと共に用いることができれば、病院は自施設のリソースをさらに最適に強
化することが可能になり得る。かかるシステムでは、利用者、例えば放射線科医又は技師
が不注意で、特定のイメージャ・サブシステムと殆ど乃至全く共用可能性のない検出器を
用いようとして患者に不必要な放射線を曝射する可能性が存在する。一方、利用者が適合
した検出器サブシステム及びイメージング・サブシステムを有していても、利用者は患者
に適当な放射線レベルを曝射する前に両サブシステムが互いに連係していることを確認し
なければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態では、Ｘ線イメージング・システムの動作の方法が提供される。この方法は
、自律型イメージング・サブシステムと自律型検出器サブシステムとの間の連係を生成す
るステップを含んでいる。利用者視認可能な連係の指標が、自律型イメージング・サブシ
ステム、自律型検出器サブシステム、又は両方に設けられる。
【０００７】
　もう一つの実施形態では、Ｘ線イメージング・システムの動作の方法が提供される。こ
の方法は、Ｘ線イメージング・サブシステムとＸ線検出器サブシステムとを連係させるス
テップと、連係の利用者知覚可能な指標を発生するステップと、連係の利用者確認を受け
取るステップと、Ｘ線イメージング・サブシステム及びＸ線検出器サブシステムによって
被検体を撮像するステップとを含んでいる。
【０００８】
　さらにもう一つの実施形態では、Ｘ線イメージング・システムが提供される。このシス
テムは、１又は複数の自律型検出器サブシステムと共に動作することが可能な自律型イメ
ージング・サブシステムと、この自律型イメージング・サブシステムと共に動作すること
が可能な複数の自律型検出器サブシステムとを含んでおり、自律型イメージング・サブシ
ステム及び自律型検出器サブシステムの少なくとも一方が、自律型Ｘ線イメージング・サ
ブシステムと、自律型検出器サブシステムの一つとの間で撮像データの無線式交換を可能
にする動作連係を生成して、連係の利用者知覚可能な指標を発生するように構成されてい
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明のこれらの特徴、観点及び利点、並びに他の特徴、観点及び利点は、添付図面を
参照して以下の詳細な説明を読むとさらに十分に理解されよう。図面全体にわたり、類似
の参照符号は類似の部材を表わす。
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【図１】本実施形態が具現化され得る一実施形態のディジタルＸ線イメージング・システ
ムの全体図である。
【図２】一実施形態による図１のディジタルＸ線イメージング・システムの遠近図である
。
【図３】本開示の一実施形態による多数の可動式イメージング・ユニット及び連係した検
出器の概略図である。
【図４】本開示による図１～図３のイメージング・サブシステム及び検出器サブシステム
の内部に収容されている構成要素の回路図である。
【図５】本開示による図１～図４のワークステーション、イメージング・サブシステム、
及び検出器サブシステムの間の無線通信の一実施形態の全体図である。
【図６】本開示による図１～図４の検出器の表面又は内部の連係インジケータ及び／又は
連係ボタンの配置の概略図である。
【図７】本開示による二つの検出器を用いて撮像面積を拡大する撮像手順を受けている患
者の概略図である。
【図８】自律型サブシステムを有するイメージング・システムを動作させるときに利用者
によって実行されるワークフロー系列の工程流れ図である。
【図９】図１～図４及び図８のシステムによって実行される連係系列の工程流れ図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の１又は複数の特定の実施形態について説明する。これらの実施形態の簡
潔な説明を掲げる試みにおいて、本明細書では実際の具現化形態の全ての特徴を記載する
訳ではない。任意のかかる実際の具現化形態の開発時には、あらゆる工学プロジェクト又
は設計プロジェクトと同様に、具現化形態毎に異なり得るシステム関連の制約及び業務関
連の制約の遵守のような開発者の特定の目標を達成するために多数の特定具現化形態向け
決定を下さなければならないことを認められたい。また、かかる開発の試みは複雑であり
時間も掛かるが、それでも本開示の利益を享受する当業者にとっては設計、製造及び製品
化の通常業務的な作業であることを認められたい。
【００１１】
　本発明の様々な実施形態の要素を提示するときに、単数不定冠詞、定冠詞、「該」、「
前記」等の用語は、１又は複数の当該要素が存在することを意味するものとする。また「
備えている」、「含んでいる」及び「有している」等の用語は内包的であるものとし、ま
た所載の要素以外に付加的な要素が存在し得ることを意味するものとする。さらに、「例
示的」及び「一例」等の用語が、ここに開示されている手法の各観点又は各実施形態の幾
つかの例に関連して本書で用いられている場合があるが、これらの例は本質的に例を示す
ものであって、開示される一観点又は一実施形態に関する如何なる優先性も要件も示さな
いように本書で用いられていることを認められよう。さらに、「上部」、「下部」、「上
」、「下」との用語、他の位置用語、及びこれらの用語の変形のあらゆる利用は便宜的に
行なわれているのであって、所載の構成要素の如何なる特定の配向も要求しない。
【００１２】
　本実施形態は、自律型検出器及びイメージャのようなＸ線撮像応用に用いられる自律型
サブシステムを提供する。本実施形態は、本出願と同日に出願された米国特許出願第１２
／７７６，２０７号“WIRELESS X-RAY DETECTOR OPERATION COORDINATION SYSTEM AND ME
THOD”、２００９年７月２０日に出願された米国特許出願第１２／５０６０６７号“APPL
ICATION SERVER FOR USE WITH A MODULAR IMAGING SYSTEM”、及び２００７年１１月２日
に出願された米国特許出願公開第２００９０１１８６０６号“MEDICAL IMAGING SYSTEM”
に記載されているようなシステムに関するものであり、これらの米国特許出願の全てを参
照によりその全体として本開示に援用する。
【００１３】
　複数の自律型検出器を一つの撮像環境に導入すると、これらの検出器を１よりも多いイ
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メージング・サブシステム（例えばＸ線源、制御器、記憶媒体）と共に用いることができ
る。自律型検出器は、多様なイメージング・サブシステムと動的に連係する能力を有し得
る。しかしながら、医療撮像検査を実行するためには一つのイメージング・サブシステム
及び一つの検出器が典型的には適しているので、任意の一時点においてこの連係は一意で
あり得る。しかしながら、自律型検出器及びイメージング・サブシステムが動的に連係さ
れ得る状況であっても、操作者又は技師が誤った検出器（イメージング・サブシステムと
利用連係されていないもの）を用いようとする危険性が存在し得る。すなわち、検出器が
、イメージング・サブシステムからの放射線を受光するように物理的にも作用的にも構成
されていなかったり、撮像曝射時に検出器によって発生される撮像データの送信を可能に
する適正なソフトウェア及び／又はファームウェアを有するように構成されていなかった
りする場合がある。
【００１４】
　従って、検出器のイメージング・サブシステムとの連係を容易にする方法及びシステム
が望ましいことが認められよう。加えて、かかる方法及びシステムはまた、所与の検査工
程に用いようとするイメージング・サブシステムと現在連係している検出器の識別を容易
にすると共に、所与の検査工程に用いようとする検出器と現在連係しているイメージング
・サブシステムの識別を容易にすると望ましい場合がある。これらの方法及びシステムは
また、利用者が両者の間の確立された連係を確認する又は修正することを可能にし得る。
【００１５】
　本実施形態は、連係の方法、及び連係系列を実行することが可能なそれぞれの構成要素
を有するシステムを提供することを目的としている。これらの系列は、利用者及びシステ
ム（例えば１又は複数の自律型サブシステムと通信結合しているイメージング・システム
）の両方が実行し得る行動を含み得る。これらの行動は、検出器とイメージャ・サブシス
テムとの間に一意の連係を生成すること、及びこの一意の連係を利用者に対して示すこと
を含み得る。利用者（又は制御器）は、例えば連係が望まれる撮像構成要素に接続されて
動作するワークステーションを用いて、適宜連係を確認し且つ／又は修正することができ
る。
【００１６】
　ここで図面に移ると、図１は、画像データを取得して処理するイメージング・システム
１０を線図で示す。図示の実施形態では、イメージング・システム１０は、自律型構成要
素を含むディジタルＸ線システムである。図１に示す実施形態では、イメージング・シス
テム１０は、コリメータ１４に隣接して配置されているＸ線放射線の線源１２を含んでい
る。コリメータ１４は、放射線流１６を、患者１８のような対象又は被検体が配置されて
いる領域に流入させる。放射線の一部２０が被検体を又は被検体の周りを通過して、可搬
型ディジタルＸ線検出器２２に入射する。検出器２２は、当該検出器２２の表面で受光さ
れたＸ線フォトンを電気信号へ変換することができ、これらの電気信号は取得され処理さ
れて、被検体の内部の特徴の画像を再構成する。
【００１７】
　放射線源１２は、検査系列に電力及び制御信号の両方を供給する電源／制御回路２４に
よって制御される。検出器２２は、当該検出器２２に発生される信号の取得を指令する検
出器制御器２６に通信結合されている。図示の実施形態では、検出器２２は、任意の適当
な有線又は無線の通信規格を介して検出器制御器２６と通信することができる。幾つかの
実施形態では、検出器制御器２６の作用の幾つか又は全てを、検出器２２を共に収容して
いる構造の内部に一体化することができ、すなわち検出器制御器２６及び検出器２２が単
体の装置として設けられ得る。検出器制御器２６は他の作用の中でも特に、ダイナミック
・レンジの調節、及びディジタル画像データのインタリーブ処理等のような様々な信号処
理作用及びフィルタ処理作用を実行することができる。
【００１８】
　図示の実施形態では、電源／制御回路２４及び検出器制御器２６は、システム制御器２
８と通信することができ、またシステム制御器２８からの信号に応答することができる。
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一般的には、システム制御器２８は、検査プロトコルを実行して取得された画像データを
処理するようにイメージング・システムの動作を指令する。ここでの状況では、システム
制御器２８はまた、信号処理回路（典型的には、プログラム済みの汎用又は特定応用向け
ディジタル・コンピュータに基づくもの）や、様々な作用内容を果たすためにコンピュー
タのプロセッサによって実行されるプログラム及びルーチンを記憶すると共に、構成パラ
メータ及び画像データを記憶する付設の製造品（光記憶素子、磁気記憶素子、又は固体記
憶素子等）等を含む。
【００１９】
　本書に記載されるアプローチによれば、イメージング・システム１０の様々な構成要素
を自律型で分離可能なサブシステムとして設けることができる。例えば、線源１２、コリ
メータ１４、及び／又は電源／制御回路２４の幾つか又は全てを一つのイメージャ・サブ
システム３０として設けることができる。同様に、検出器２２を自律型で分離可能な検出
器サブシステム３２として設けることができる。図示の実施形態では、自律型検出器サブ
システム３２は検出器制御器２６を含んでおり、検出器制御器２６は上述のように、検出
器２２と一体で設けられ得る。他の実施形態では、検出器制御器２６が検出器２２とは別
個に設けられていてもよい（下流のワークステーション若しくはサーバに設けられる、又
は後述するシステム制御器２８の一部として設けられる等）し、検出器制御器２６の各側
面が検出器２２に設けられて他の各側面が下流に設けられるように分散されてもよい。こ
の態様で、自律型イメージャ・サブシステム３０又は自律型検出器サブシステム３２の何
れかを、動的撮像環境において同じ能力又は異なる能力を有する異なる線源サブシステム
又は検出器サブシステムと交換することができる。
【００２０】
　図示の実施形態では、イメージャ・サブシステム３０がシステム制御器２８を含んでい
る。しかしながら、他の実施形態では、システム制御器２８は、独立した構成要素又はサ
ブシステムであってもよいし、検出器サブシステム３２の一部であってもよい。他の実施
形態では、システム制御器２８の各作用、ハードウェア、及び／又はソフトウェアを分散
させて、システム制御器２８のハードウェア、ソフトウェア、及び／又はファームウェア
の様々な側面を、イメージャ・サブシステム３０、検出器サブシステム３２、及び／又は
独立した別個の制御サブシステムの間で適当に分散させてもよい。この態様で、イメージ
ング・システム１０の線源作用、検出作用、及び／又は制御作用は、モジュール型構成要
素として扱われ得る完全に又は部分的に自律したサブシステムによって提供されることが
でき、すなわち一つの検出器サブシステム３２又はイメージャ・サブシステム３０が他の
ものと交換されて、異なるそれぞれの検出作用又はＸ線源作用を提供することができる。
【００２１】
　本書で用いられる「自律型」との用語は、イメージング・システム１０の相補的なサブ
システムと接続されても連係してもいないときでも通信能力を有するシステム又はサブシ
ステムを記述する。例えば、「自律型検出器サブシステム」との表現は、イメージャ・サ
ブシステム１０と接続されても連係してもいないときでもサーバのような網との通信能力
を有する検出システムを記述する。さらに、一実施形態では、自律型検出器サブシステム
３２は、自律型イメージャ・サブシステム３０と連係しているときでも通信能力（第二の
自律型イメージャ・サブシステム３０又は第二の網等との通信）を提供することができる
。
【００２２】
　換言すると、自律型システム構成要素は、システム設計、システム具現化形態、アプリ
ケーションの配置、及び／又はサービスに関して独立に動作可能であり得る。かかる自律
型構成要素は、１よりも多い他の相補的な又は相手の自律型構成要素と共に用いるように
構成され、また用いることが可能であり得る。従って、一実施形態では、主構成要素（例
えば自律型イメージャ・サブシステム３０及び自律型検出器サブシステム３２）の各々が
、網環境の自律型実体として動作する網ノードと看做され得る。かかる環境では、異なる
形式の自律型イメージャ及び／又は検出器サブシステム（同じ又は異なる販売者からのも
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のや、同じ又は異なる能力及び／又はサイズを有するもの等）を、イメージング・システ
ム１０を形成するときに様々な組み合わせで用いることができる。
【００２３】
　図示の実施形態では、イメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシステム３２は無
線通信し、これにより例えば検出器２２をもう一つの無線検出器と適宜交換することを可
能にし得る。このようなものとして、自律型検出器サブシステム３２及びイメージャ・サ
ブシステム３０の１又は複数の構成要素が、両者の間の連係を示す特徴を含み得る。本書
で用いられる「連係（association）」との用語は、２以上の構成要素が撮像を可能にす
るように互いに結び付けられていることを指すものと看做され得る。連係は有線であって
も無線であってもよく、図５に関して後述するように、例えば撮像ルーチンをＸ線源と検
出器と制御器との間で協働させるように上述のような各々の構成要素の間での通信を可能
にし得る。連係は、２以上のサブシステムを近接して配置する、一方のサブシステムをも
う一つのサブシステムによって走査する、及び２以上のサブシステムを（例えば各々のバ
ーコードを）別個の装置によって走査すること等により実行され得る。このことについて
は後にあらためて詳述する。実際に、検出器サブシステム３２とイメージング・サブシス
テム３０との間の連係を実行することにより、検出器サブシステム３２の検出器２２を、
米国特許第７，２９８，８２５号“PORTABLE DIGITAL DETECTOR SYSTEM”に記載されてい
るようにイメージング・サブシステム３０と共に用いるように自動的に構成設定すること
ができる。尚、この特許を参照によりその全体として本開示に援用する。
【００２４】
　連係指標が、利用者に対し、各自律型構成要素が互いに連係され又は結び付けられてい
ることを認識する能力を提供することができる。この指標は聴覚型、視覚型、触覚型、又
はこれらの任意の組み合わせであってよく、各々の連係したサブシステム／装置に同時に
生じてもよいし同時には生じなくてもよい。図示の実施形態では、視覚型インジケータ３
４が検出器２２に設けられており、インジケータ３４は、点滅灯又は着色灯であってもよ
いし、コード又は他の番号若しくは識別子の表示装置（readout）であってもよいし、類
似の特徴であってもよく、検出器２２の筐体に固着されていてもよいし組み込まれていて
もよい。同様に、イメージャ・サブシステム３０は視覚型インジケータ３６を有し得る。
図示の実施形態では、視覚型インジケータ３６はシステム制御器２８に配設されている。
但し、視覚型インジケータ３６は、イメージャ・サブシステムのそれぞれの構成要素の全
てを含む筐体のようにイメージャ・サブシステム３０の任意の部分に設けられていてよい
ことを特記しておく。一般的には、視覚型インジケータ３４及び３６は、利用者に見易い
ように各々のそれぞれの構成要素の表面の一画に設けられ、実質的に同じであって、実質
的に同時の態様で挙動する（すなわち同じ色／色相及び色／色相の変化を有する、並びに
同様に点滅する等）。さらに、インジケータ３４及び３６は、サブシステム３０及び／又
は３２の何れかの変化によって実質的に同時に影響され得ることを特記しておく。実際に
、本実施形態は、制御器、イメージャ、及び検出器等を含む２、３、４、５以上のサブシ
ステムのように２以上のサブシステムの間のかかる連係を思量している。
【００２５】
　イメージャ・サブシステム３０及び／又は検出器サブシステム３２は、操作者ワークス
テーション３８を介して操作者によって提供される命令及び走査パラメータに応答して走
査動作及びデータ取得のような様々な作用を果たし得る。ワークステーション３８から、
操作者は、システム制御器２８に提供されている様々な撮像ルーチンを開始することが可
能である。ワークステーション３８は、連係を確認する又は連係系列を完了するためのプ
ロンプト（イメージャ・サブシステム３０及び／又は検出器サブシステム３２によって与
えられる一意のコードを入力すること等による）を、例えばワークステーション３８が接
続されている表示器４０に提供することができる。実際に、ワークステーション３８は、
利用者が様々なサブシステムの間の連係を調整するための中央位置を提供し得る。
【００２６】
　表示器４０はまた、関連のシステム・データ、撮像パラメータ、未処理撮像データ、及



(9) JP 2011-235091 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

び再構成済みデータ等を操作者が視認することを可能にする。加えて、システム１０は、
操作者ワークステーション３８に結合されているプリンタ４２を含み得る。さらに、操作
者ワークステーション３８は、画像保管及び通信システム（ＰＡＣＳ）４４を含み、又は
ＰＡＣＳ４４に結合され得る。ＰＡＣＳ４４は、遠隔システム４６、放射線部門情報シス
テム（ＲＩＳ）、病院情報システム（ＨＩＳ）、又は内部網若しくは外部網に結合される
ことができ、異なる位置の第三者が画像データを入手し得るようにしている。
【００２７】
　図２にイメージング・システム１０の一例として遠近図を掲げる。図１に関して上に記
載された各特徴に加えて、イメージング・システム１０は、放射線源１２を配置する頭上
管支持アーム５０の形態にある配置構成要素を含んでいる。他の実施形態では、放射線源
１２は、Ｃアーム又は他の回転構造に設けられて、様々な角度位置からの撮像を可能にす
ることができる。さらに、図示の実施形態では、自律型イメージャ・サブシステム３０は
、線源１２を含んでいてよく、また配置サブシステム（アーム５０若しくはＣアーム等）
、電源／制御回路、及び／又はシステム制御回路（線源１２の一部として設けられてもよ
いし、線源１２と通信するワークステーション３８若しくはサーバの一部等として設けら
れてもよい）を含んでいてもよいし、含んでいなくてもよい。
【００２８】
　上述のように、幾つかの実施形態では、線源１２及び／又はイメージャ・サブシステム
３０は、命令（ワークステーション３８からのもの等）を有線接続（イーサネット（商標
）・ケーブル等）を介して又は無線接続（無線送受信器等）を介して受け取ることができ
る。各々のサブシステム（例えばイメージング・サブシステム３０及び検出器サブシステ
ム３２）と共に又はかかるサブシステムの内部に含まれるかかる無線送受信器は、超広帯
域（ＵＷＢ）通信規格、Bluetooth通信規格、又は任意の８０２．１１通信規格のような
任意の適当な無線通信プロトコルを利用し得ることを特記しておく。
【００２９】
　ディジタル検出器２２はまた、１若しくは複数のプロセッサ構成要素、並びに／又は取
得された画像データ、及び／若しくはプログラム、ルーチンや、連係プロトコルのような
１若しくは複数の処理構成要素によって実行されるべきプロトコルを記憶することが可能
な記憶素子を含み得る。例えば、様々な実施形態において、記憶素子は、連係工程を実行
することが可能なアルゴリズム、並びに様々な撮像設備との互換性、能力、及び設計等の
ように他のサブシステムに通信され得る検出器に関する情報を収めた光記憶素子、磁気記
憶素子、又は固体記憶素子を含み得る。
【００３０】
　図示の実施形態では、検出器２２に設けられた視覚型指標３４及びイメージング・サブ
システム３０に設けられた視覚型指標３６を介して、イメージング・サブシステム３０と
検出器２２との間の連係が示される。視覚型指標３４及び３６は例えば、連係の前には一
つの色（例えば赤）、連係中にはもう一つの色（例えば黄）、及び連係したときにはもう
一つの色（例えば緑）であってよい。もう一つの実施形態では、利用者は、例えばワーク
ステーション３８のプロンプトに指示することにより、連係系列が完了する前のサブシス
テム同士の間の暫定的な連係を確認することができる。一例として、利用者は、イメージ
ング・サブシステム３０又はシステム制御器２８が、例えば認識回路を介して検出範囲内
にある任意の可搬型検出器２２を無線検出するような連係系列を開始することができる。
次いで、ワークステーション３８は、イメージング・サブシステム３０によって認識され
た検出器２２を表示することができる。加えて、利用者は、サブシステム３０及び３２の
一方若しくは両方に設けられたバーコードを走査する、又は１若しくは複数の検出器２２
をイメージング・サブシステム３０の近くに通す（例えばＲＦＩＤ認識用）等の連係動作
を行なって、撮像ルーチンを実行するのに望まれる検出器２２及びイメージング・サブシ
ステム３０を指定することができる。次いで、連係指標３４及び３６は、点滅してもよい
し、何らかの色になってもよいし、又は特定の検出器２２及びイメージング・サブシステ
ム３０が暫定的に連係して利用者による確認を待っているとの任意の類似の指標を示すこ
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とができる。例えばワークステーション３８での利用者による確認の後に、視覚型指標３
４及び３６は他の色で点滅してもよいし、安定光（すなわち点滅しない）を有してもよい
し、異なる色等になってもよい。指標の選択は、イメージング・システム１０が配置され
る環境、及びサブシステムの各構成要素からの他の視覚型指標若しくは聴覚型指標、又は
放出を含めた多数の要因に依存し得る。
【００３１】
　連係指標及び利用者による確認は、イメージング・サブシステム３０による認識及び連
係に利用可能な多数の検出器が存在する状況で望ましい場合がある。実際に、多数の無線
検出器２２がイメージング・サブシステム３０の無線能力の作用範囲内に位置している実
施形態では、利用者は、確認が行なわれないと特定の可搬型検出器２２を直ちに連係させ
るのが困難である場合がある。例えば、システム１０はまた、様々な形状及び寸法の複数
の無線Ｘ線検出器５４を保管し、また幾つかの実施形態では充電するために設けられた保
管ステーション５２を含んでいる。壁装着可能な台５６が、面に複数の無線Ｘ線検出器保
管場所５８を含んでいる。従って、保管ステーション５２は、多様な異なる検出器５４を
収容して保管するように構成されている。
【００３２】
　保管ステーション５２の内部に保管されている検出器５４の幾つか又は全てが無線連係
能力を有し得る。従って、保管ステーション５２がイメージング・サブシステム３０の無
線範囲内にある状況では、保管されている検出器５４の幾つか又は全てが、当該検出器５
４と連係する能力を有するイメージング・サブシステム３０によって認識され得る。利用
者が不測の連係を直ちに識別し得るように、又は利用者が保管されている検出器５４を画
像取得のために利用することを望む場合に、それぞれの連係インジケータ６０が、保管さ
れている検出器５４の各々に設けられ得る。利用者が連係インジケータ６０を介して、意
図しない連係が生じたことを識別した状況では、利用者は、例えばワークステーション３
８を介して、又は連係ボタン６２を用いて可搬型検出器２２において直接、連係を再開始
することができる。連係ボタン６２は、イメージング・サブシステム３０との連係を開始
し、再開始し、且つ／又は確認することができる。例えば、一実施形態では、利用者は、
イメージング・サブシステム３０のような一つのサブシステムに設けられた指標を観察す
ることができ、また連係ボタン６２を介して検出器２２に設けられた指標を確認すること
ができる。
【００３３】
　同様の実施形態において、検出器２２及び／又はイメージング・サブシステム３０は、
連係を実行するためのユーザ・インタフェイスを有し得る。例えば、番号又はコードを用
いて各々のサブシステムを識別する（例えば識別信号）実施形態のような一実施形態では
、それぞれのユーザ・インタフェイスによって、利用者が他のサブシステムの識別コード
若しくは識別番号を入力し又は承認して連係を確認することを可能にし得る。イメージン
グ・サブシステムの識別コード又は識別番号が検出器において視認されるような状況では
、利用者は、連係ボタン６２を押すことにより、コードが正しい又は誤っていることを承
認する（すなわち確認する）ことができる。イメージング・サブシステム３０が検出器２
２の識別コード又は識別番号を表示するときのような他の実施形態では、利用者は、同様
の連係ボタン（又は他のユーザ・インタフェイス）を押すことにより確認することができ
る。
【００３４】
　幾つかの実施形態では、連係工程を調整するために掌中型装置６４が設けられ得る。掌
中型装置６４は携帯情報端末（ＰＤＡ）又は同様の装置であってよく、イメージング・サ
ブシステム３０及び／又は検出器サブシステム３２に設けられたそれぞれのバーコードを
走査して一意の連係を生成する等のように走査装置として動作し得る。例えば、利用者は
、イメージング・サブシステム３０及び検出器サブシステム３０に設けられたバーコード
を走査することができ、装置６４は、連係のために相補的なサブシステムに識別バーコー
ドを伝達することができる（すなわち検出器バーコードがイメージング・サブシステムに
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提供され、又はこの反対が行なわれる）。掌中型装置６４はまた、情報がワークステーシ
ョン３８、並びにサブシステム３０及び／又は３２の何れかへ、また何れかから提供され
得るように、無線通信回路を有し得る。装置６４は、連係指標及び確認のような連係プロ
トコルを含めてワークステーション３８に記憶されている様々なアプリケーションを通じ
て遠隔ナビゲーションを可能にすることができる。従って、装置６４は、ワークステーシ
ョン３８のアプリケーションを通じてナビゲーションを可能にすると共に当該装置６４が
可搬型サブシステム調整装置として動作することを可能にするスクリーン６６を有し得る
。この装置はまた、利用者が自律型サブシステムによって一意に示されるコードのような
値や様々な命令を入力すること、及び利用者定義の名称を作成すること等を可能にするキ
ー６８を含んでいる。実際に、掌中型装置６４は、各々のサブシステムを走査して連係さ
せるスキャナのような他の特徴を含み得る。装置６４はまた、連係能力を有する多数の無
線検出器が存在するときに１又は複数の特定の検出器２２のような特定のサブシステムと
の連係を容易にすることができる。さらに、利用者は、バッテリ充電レベル、現在の連係
、能力、及び互換性等のような検出器２２についての様々な情報を視認することができる
。また、制御方式、Ｘ線出力のような線源情報、及び撮像プロトコル等のようなイメージ
ング・サブシステム３０についての情報も表示され得る。
【００３５】
　１又は複数の連係した検出器２２を患者テーブル７０及びスタンド７２の一方又は両方
と共に用いて、撮像プロトコル時の画像取得を容易にすることができる。具体的には、テ
ーブル７０及びスタンド７２は、１又は複数のディジタル検出器２２を収容するように構
成され得る。例えば、ディジタル検出器２２がテーブル７０の上面に載置され、患者１８
（さらに明確に述べると患者１８の着目解剖学的構造）をテーブル７０の上で検出器２２
と放射線源１２との間に配置することができる。他の幾つかの例では、１又は複数の検出
器２２は、テーブル７０の上面及び患者１８の下方のスロット７４に配置されてもよいし
、放射線源１２及び検出器２２はテーブル横断撮像のために患者１８の周りで水平に配置
されてもよい。さらに、スタンド７２は、ディジタル検出器２２を収容するように構成さ
れている収容構造７６を含むことができ、患者１８は、画像データがディジタル検出器２
２を介して取得されることを可能にするようにスタンド７２に隣接して配置され得る。
【００３６】
　一実施形態では、イメージング・システム１０は、図２に全体的に示されており同図に
関して上で説明したもののような固定されたＸ線撮影室に配設される静止型システムであ
ってよい。しかしながら、ここに開示される実施形態はまた、可動式Ｘ線ユニット及びシ
ステムを含めた他のイメージング・システムと共に用いられ得ることが認められよう。例
えば、他の実施形態では、可動式Ｘ線ユニットは患者回復室、救急室、又は手術室等に移
動されて、専用の（すなわち固定された）Ｘ線撮影室への患者の搬送を必要とせずに患者
の撮像を可能にし得る。
【００３７】
　可動式Ｘ線ユニットの一つのかかる実施形態を図３に示す。図示の実施形態では、可動
式無線Ｘ線システム９０が第一の可動式Ｘ線ベース・ステーション９２を含んでおり、第
一の可動式Ｘ線ベース・ステーション９２は、当該第一の可動式Ｘ線ベース・ステーショ
ン９２の作用範囲内に位置する多数のディジタルＸ線検出器９４、９６、９８、及び１０
０を認識することができる。すなわち、第一の可動式Ｘ線ステーション９２は、イメージ
ング・サブシステム３０を含むものと看做され得る。第一の可動式Ｘ線ベース・ステーシ
ョン９２は、利用者が可動式Ｘ線ユニットを各所へ移動させる、例えば一つの部屋からも
う一つの部屋へ又は一つの患者寝台からもう一つの患者寝台へ移動させることを可能にす
る台車１０２を含み得る。第一の可動式Ｘ線ベース・ステーション９２は、ディジタルＸ
線検出器９４～１００の１又は複数と共に用いられるＸ線源１０４を有する。幾つかの実
施形態では、第一の可動式Ｘ線ベース・ステーション９２は、参照により本開示に援用さ
れる２００７年１１月２日に出願された米国特許出願第１１／９３４，３３８号に以前に
記載されているように、多数のＸ線検出器９４、９６、９８、及び１００と通信すること
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ができる。
【００３８】
　第一の可動式Ｘ線ステーション９２は、上述した工程に加えて連係のために検出器９４
、９６、９８及び１００を認識する（検出する）システム電子回路１０６を収納している
。加えて、このシステム電子回路１０６は、Ｘ線源１０４及び台車１０２に電力を与える
と共にこの電力を制御し、また第一の可動式Ｘ線ステーション９２の表面に配設された連
係インジケータ１０８に電力を与えると共にこの電力を制御する（照明回路等を介して）
。図示の実施形態では、連係インジケータ１０８は可視指標を提供している。
【００３９】
　第一の可動式Ｘ線ベース・ステーション９２はまた、表示器１１２に結合された操作者
ワークステーション１１０を有する。例えば、認識された検出器９４、９６、９８、及び
１００が表示器１１２に表示される。利用者は、連係系列の開始（利用者によって、又は
様々な検出器が認識された後に自動的にシステム９０によっての何れかで行なわれる）の
後に、検出器９４、９６、９８及び１００の１又は複数を第一の可動式Ｘ線ステーション
９２と連係させる上述のような認識手順を実行することができる。
【００４０】
　表示器１１２は、検出器「Ａ」９４、検出器「Ｂ」９６、検出器「Ｃ」９８、及び検出
器「Ｄ」１００の表示装置を有し、第一の可動式Ｘ線ベース・ステーション９２と連係し
た各検出器が、連係したとして示され得る（例えば高輝度にする）。さらに、検出器９４
、９６、９８、及び１００の各々がそれぞれの連係インジケータ１１４、１１６、１１８
、及び１２０を有し得る。尚、連係インジケータ１１４、１１６、１１８、及び１２０は
、第一の可動式Ｘ線ベース・ステーション９２の連係インジケータ１０８の任務と略同等
の任務を果たし得ることを特記しておく。図示の実施形態では、検出器「Ａ」１１４は、
第一の可動式Ｘ線ステーション９２との連係の視覚型指標を提供するものとして図示され
ている。
【００４１】
　第一の可動式Ｘ線ステーション９２と同様の態様で、第二の可動式Ｘ線ステーション１
２２は無線検出器１１４、１１６、１１８、及び１２０を認識することができる。第二の
可動式Ｘ線ステーション１２２は、第一の可動式Ｘ線ステーション９２に関して上で説明
したものと同様の又は同じ特徴を含み得る。このようなものとして、両方の可動式Ｘ線ス
テーションが類似して見えたり同じに見えたりする場合があり、何らかの連係指標がない
と識別することが困難な場合がある。従って、利用者にとって、何れの検出器が各々の可
動式Ｘ線ステーションと連係しているかを決定することが困難な場合がある。従って、各
々の検出器及びＸ線ステーションに連係指標を設ける、例えば視覚型指標１１８を検出器
「Ｃ」９８に設け、連係指標１２４を第二の可動式Ｘ線ステーション１２２に設けること
により、検出器とステーションとの間の連係を迅速に決定し且つ／又は再構成することが
可能になり得る。例えば、図３に示す指標によれば、利用者は、検出器「Ａ」が第一の可
動式Ｘ線ステーション９２と連係しており、検出器「Ｃ」９８が第二の可動式Ｘ線検出器
と連係していることを直ちに確認することができる。
【００４２】
　上述の無線可動式Ｘ線ユニットの回路及び無線検出器を図４に線図で示しており、この
回路は図１において説明したものと全体的に同じ態様で動作する。上述の各任務に加えて
、電源１３０は、台車１０６の可動式駆動ユニット１３２（可動式ユニットの実施形態に
おけるもの）に電力を供給している。上と同様に、システム制御器１３４は、検査プロト
コルを実行して取得された画像データを処理するようにイメージング・システムの動作を
指令し、システム制御器１３４は、プロセッサ１３６を含んでいてもよいしプロセッサ１
３６に応答するものであってもよい。プロセッサ１３６はまた、検出器９４から画像デー
タを受け取って、被検体の画像を再構成するようにデータを処理する。
【００４３】
　プロセッサ１３６はまた、第一の可動式Ｘ線ベース・ステーション９２の作用範囲内で
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検出器の存在を検出する検出器認識回路１３８に結び付けられている。検出器が連係しな
い、又は第一の可動式Ｘ線ステーション９２の作用範囲内に認識されない場合には、プロ
セッサ１３６は、Ｘ線源１０４からのＸ線の放出を不能にし又は阻止するようにシステム
制御器１３４に信号を送ることができる。検出器認識回路１３８はまた、システム制御器
１３４に結び付けられる。検出器認識回路１３８は、第一の可動式Ｘ線ステーション９２
の作用範囲内の検出器との無線通信及びかかる検出器の認識を可能にする無線通信インタ
フェイス１４０に結び付けられる。第一の可動式Ｘ線ステーション９２（すなわちイメー
ジャ・サブシステム）が検出器と暫定的に又は他の仕方で連係する実施形態では、プロセ
ッサ１３６は、連係インジケータ１０８（図３）のような連係インジケータを作動させる
ように照明回路１４２に信号を送ることができる。加えて又は代替的には、第一の可動式
Ｘ線ステーション９２はまた、サーバと通信することができる。プロセッサ１３６はまた
、表示器、ユーザ・インタフェイス、及びメモリ等を含み得る周辺機器１４４に結び付け
られ得る。
【００４４】
　検出器９４は、第一の可動式Ｘ線ステーション９２との無線通信のための無線通信イン
タフェイス１４６を含む。検出器９４はまた、サーバと通信することができる。無線通信
インタフェイス１４６は、図１に関して上で述べたもののような任意の適当な無線通信プ
ロトコルを利用し得ることを特記しておく。また、検出器９４は、様々な検出器作用の制
御を調整する検出器制御器１４８に結合されている。システム制御器１３４は検出回路検
出器認識回路１３８と共に、制御信号を検出器制御器１４８に無線で提供することができ
る。制御信号を様々な検出器構成要素に提供するプロセッサ１５０、検出器制御器１４８
、及び図示の回路の全てが電源１５２から電力を受ける。電源１５２はバッテリを含み得
る。
【００４５】
　画像を表わす電気信号は検出器インタフェイス回路１５６によってディジタル値へ変換
され、検出器インタフェイス回路１５６はこれらの値をプロセッサ１５０に提供して画像
構築を行なう。代替的には、撮像データは検出器９４から、当該撮像データを処理するた
めにサーバへ送られ得る。プロセッサ１５０はまた、照明回路１５８に結び付けられる。
検出器制御器１４８は、第一の可動式Ｘ線ステーション９２から受け取った信号に応答し
て、検出器９４の第一の可動式Ｘ線ステーション９２との連係を示すライトを点灯するこ
とを照明回路１５８に知らせるために信号をプロセッサ１５０に送ることができる。プロ
セッサ１５０と連絡しているメモリ１６０が、様々な構成パラメータ、較正ファイル、及
び検出器識別データを記憶しておくことができる。加えて、メモリ１６０は、検出器９４
が共に動作するように構成されている全てのＸ線システム１０の一覧、並びに検出器９４
のＸ線システム１０の特定のバージョン及び／又はソフトウェア・バージョンとの互換性
を定義したテーブルを記憶しておくことができる。
【００４６】
　撮像構成要素集合のかかる可動性によって、自律型イメージャ・サブシステム３０、検
出器サブシステム３２、及び／又はワークステーション３８の１又は複数が、上述のＨＩ
Ｓ、ＲＩＳ、及び／又はＰＡＣＳのような網に位置するノードとして提供されることを可
能にし得る。さらに、各々の構成要素は、各々のサブシステム及び／又はワークステーシ
ョンが、図５に示すように任意の数の他のサブシステムと通信するように構成され得るよ
うに、可動式及び無線式等であり得る。この態様で、検出器サブシステム３２は、取得さ
れた画像データを無線網接続を介してイメージャ・サブシステム３０及びワークステーシ
ョン３８の何れか又は両方に伝達することができる。同様に、ワークステーション３８は
、無線網接続を介してイメージャ・サブシステム３０又は検出器サブシステム３２の一方
又は両方と通信したり、これらの一方又は両方を制御したりすることができる。同様に、
イメージャ・サブシステム３０は、無線網接続を介してワークステーション３８又は検出
器サブシステム３２と通信することができる。かかる網型の実施形態では、自律型構成要
素（例えばイメージャ・サブシステム３０、検出器サブシステム３２、及びワークステー
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ション３８）は独立に動作することができ、従って互いに独立に各システムの間で又は網
の他装置と通信することができる。本書に記載される各アプローチによれば、イメージン
グ・システム３０は、１又は複数の検出器が無線式で連係しているとの標識を利用者に提
供する連係インジケータ３６を含んでいる。同様に、検出器サブシステム３２は、検出器
２２がイメージング・サブシステム３０と連係しているとの標識を提供する連係インジケ
ータ３４を含んでいる。上述のように、ワークステーション３８は、表示器を介してロー
カルの網に関する情報（例えば連係した各サブシステム）を提供することができる。
【００４７】
　本実施形態は、無線検出器２２の様々な位置での連係インジケータ及び選択随意で連係
ボタン（例えば、連係を開始する、確認する、又は再開始する等）の配置を思量している
。図６は、連係インジケータ及び幾つかの実施形態では連係ボタン１７０の様々な配置を
有する検出器２２Ａ～２２Ｅの幾つかの例を示す。尚、連係インジケータ３４及び／又は
連係ボタン１７０は、検出器の組み込み型特徴として設けられてもよいし、代替的には、
後付け可能な付加装置として設けられてもよいことを特記しておく。従って、連係インジ
ケータ３４及び連係ボタン１７０は、多様な検出器と適合し得る。さらに、無線能力を備
えていない検出器のような幾つかの検出器に、上述したような無線通信インタフェイスを
後付けすることができる。検出器２２Ａは、連係インジケータ３４のみを有する検出器２
２の一実施形態である。連係インジケータ３４は、検出器２２Ａの把手部分１７２又は検
出器２２Ａの本体１７４において、例えば検出器２２Ａの本体１７４の四隅の任意の位置
に配置され得る。検出器２２Ｂは、連係インジケータ３４を連係ボタン１７０と組み合わ
せて有する検出器２２の一実施形態である。すなわち、連係ボタンは、指標作用及び開始
作用の両方を果たす照明付きボタンであってよい。検出器２２Ｂでは、組み合わせボタン
は把手１７２に位置している。検出器２２Ｃは、把手１７２に連係ボタン１７０を配置し
、検出器本体１７４の表面に又は内部に連係インジケータ３４を配置した検出器２２の一
実施形態である。検出器２２Ｄは、把手１７２の表面に又は内部に配設された連係インジ
ケータ３４及び連係ボタン１７０の両方を分離型特徴として有する検出器２２の一実施形
態である。検出器２２Ｅは、連係インジケータ３４が把手１７２の表面に又は内部に配設
され、連係ボタン１７０が本体１７４の表面に又は内部に配置されている検出器２２の一
実施形態である。検出器２２Ｆは、当該検出器２２Ｆの本体１７４の表面に又は内部に配
設されている連係インジケータ３４及び連係ボタン１７０を組み合わせ型特徴として有す
る検出器２２の一実施形態である。尚、上の記載は、連係インジケータ３４及び／又は連
係ボタンが検出器２２の表面の何処に配置され得るかの例を掲げているが、他の多くの構
成が可能であり、本開示の範囲にあるものと看做されることを特記しておく。
【００４８】
　Ｘ線システム１０が無線サブシステムと連係する能力は、一つの検出器２２がイメージ
ング・サブシステム３０と連係することに限定されていてもよいしいなくてもよい。例え
ば、外傷の状況のような幾つかの状況では、２以上の検出器２２を連係させることが望ま
しい場合がある。かかる状況では、医療従事者が負傷者を可能な限り動かさないことを好
む場合がある。曝射面積を拡大して形成するために、例えば多数の検出器２２によって提
供される画像データを結合する能力によって、負傷者を移動させる必要性を小さくするこ
とができる。図７は、かかる状況での１よりも多い検出器２２の利用を示す。かかる撮像
を行なうために、患者１８はＸ線源２６の下方でテーブル７０の上に載置される。二つの
連係した検出器１８０及び１８２が患者１８の下方に配置される。かかる設定での上述の
ようなイメージング・サブシステム３０の利用によって、利用者が、単一の検出器２２の
利用に比較して患者１８のさらに拡大された面積（例えば約２倍の広さ）を撮像すること
を可能にする。
【００４９】
　上述のように、これらの実施形態は、連係の方法、及び連係系列を実行することが可能
なそれぞれの構成要素を有するシステムを提供することを目的としている。これらの系列
は、利用者及びシステム（例えば制御器）の両方が実行し得る行動を含み得る。かかる行
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動について、利用者によって実行される行動を示す工程流れ図である図８、及びシステム
１０によって実行される行動を示す工程流れ図である図９に関して以下に説明する。
【００５０】
　利用者（例えば技師）は、患者１８を撮像するときには、撮像設備を準備することから
開始して、患者１８の曝射を行なって画像を形成することにより完了するまでの一組の系
列を実行することができる。利用者についてのワークフローの一例を図８に示す。撮像ワ
ークフロー１９０は、利用者が自律型検出器及びイメージング・サブシステムを準備する
ことから開始する（ブロック１９２）。利用者は、可動式イメージング・ユニットを部屋
まで又は患者の寝台の近くまで運転することにより、又は図２において説明したように患
者１８を撮像域に向かわせることにより、サブシステムを準備することができる。利用者
は、撮像ルーチンに用いる特定の検出器（１又は複数）を選択して、連係系列を開始する
ことができる（ブロック１９４）。連係系列の開始は、ワークステーションにおける開始
、及び連係ボタン等を介した何れかのサブシステムでの開始等を含み得る。利用者は、何
れの構成要素が連係に望まれているかを示すために、撮像サブシステム及び／若しくは検
出器サブシステムの何れか若しくは両方に設けられているバーコードを走査すること、又
はイメージング・サブシステム３０の短距離無線送受信器の近くに検出器２２の短距離無
線送受信器を通すこと等により行動を実行することができる。一旦、システムによって暫
定的な連係が行なわれたら、利用者は、連係、及び特定の撮像系列のための曝射パラメー
タを確認することができる（ブロック１９６）。連係確認は、前述のようにワークステー
ションにおいて行なわれてもよいし、何れか又は両方のサブシステムにおいて行なわれて
もよいし、別個の掌中型装置において行なわれてもよい。一例として、連係した検出器２
２及びイメージャ・サブシステム３０の名称又は連番を列挙したポップ・アップ・ウィン
ドウ又は同様の指標をワークステーション３８の表示器４０に設けることができる。利用
者は、アラートを受け入れることにより確認することもできるし、所望の構成要素が示さ
れるまで連係を再開始することにより連係を修正することもできる。利用者による確認の
後に、システムは、利用者の裁量で曝射を許可することができる。従って、システムはか
かる確認の前には曝射を許可することができないことを特記しておく。次いで、利用者は
、連係したイメージング・サブシステム及び検出器サブシステムを用いて患者１８の撮像
を行なう（ブロック１９８）。
【００５１】
　システム（例えば図１及び図２のシステム１０）によって実行され利用者によって開始
される（図８のブロック１９４）もののような連係系列２００を図９の工程流れ図に示す
。利用者が連係系列２００を開始した後に、システム１０は、イメージング・サブシステ
ム３０の作用範囲内の１又は複数のＸ線検出器２２を検出する（ブロック２０２）。次い
で、システム１０は、各々の検出器２２の状態（例えば充電状態、現在の連係）及び／又
は能力（例えば記憶されているプロトコル、互換性）を決定することができる（ブロック
２０４）。利用者が何れの検出器２２（１又は複数）が連係に望まれているかを示すと、
システム１０は、イメージング・サブシステム３０と認識されて識別された検出器２２の
１又は複数との間に一意の連係を生成する（ブロック２０６）。次いで、連係が、例えば
１又は複数の検出器２２、及びイメージング・サブシステム３０等に示される（ブロック
２０８）。さらに、連係はまた、ワークステーション３８（図２）に接続される表示器４
０のような表示器にも示され得ることを特記しておく。次いで、システム１０は、正しい
連係が示されているか否かを決定するための入力を利用者に促すことができる（ブロック
２１０）。暫定的な連係が誤って示されている実施形態では、系列は、一意の連係を再生
成するようにシステム１０を準備することができる（ブロック２０６）。反対に、連係が
正しく示されている実施形態では、連係が確認されて（ブロック２１２）、Ｘ線放出が可
能になる（ブロック２１４）。
【００５２】
　この書面の記載は、最適な態様を含めて発明を開示し、また任意の装置又はシステムを
製造して利用すること及び任意の組み込まれた方法を実行することを含めてあらゆる当業
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者が本発明を実施することを可能にするように実例を用いている。特許付与可能な発明の
範囲は特許請求の範囲によって画定されており、当業者に想到される他の実例を含み得る
。かかる他の実例は、特許請求の範囲の書字言語に相違しない構造要素を有する場合、又
は特許請求の範囲の書字言語と非実質的な相違を有する等価な構造要素を含む場合には、
特許請求の範囲内にあるものとする。
【符号の説明】
【００５３】
　１０：イメージング・システム
　１２：Ｘ線放射線
　１４：コリメータ
　１６：放射線
　１８：患者
　２０：放射線
　２２：Ｘ線検出器
　２４：電源／制御回路
　２６：検出器制御器
　２８：システム制御器
　３０：イメージャ・サブシステム
　３２：分離可能な検出器サブシステム
　３４、３６：視覚型インジケータ
　３８：操作者ワークステーション
　４０：表示器
　４２：プリンタ
　４４：ＰＡＣＳ
　４６：遠隔システム
　５０：頭上管支持アーム
　５２：保管ステーション
　５４：Ｘ線検出器
　５６：壁装着可能な台
　５８：検出器保管場所
　６０：それぞれの連係インジケータ
　６２：連係ボタン
　６４：掌中型装置
　６６：スクリーン
　６８：キー
　７０：患者テーブル
　７２：スタンド
　７４：スロット
　７６：収容構造
　９０：Ｘ線システム
　９２：Ｘ線ベース・ステーション
　９４、９６、９８、１００：Ｘ線検出器
　１０２：台車
　１０４：Ｘ線源
　１０６：システム電子回路
　１０８：連係インジケータ
　１１０：操作者ワークステーション
　１１２：表示器
　１１４、１１６、１１８、１２０：それぞれの連係インジケータ
　１２２：Ｘ線ステーション
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　１２４：連係指標
　１３０：電源
　１３２：可動式駆動ユニット
　１３４：システム制御器
　１３６：プロセッサ
　１３８：検出器認識回路
　１４０：無線通信インタフェイス
　１４２：照明回路
　１４４：周辺機器
　１４６：無線通信インタフェイス
　１４８：検出器制御器
　１５０：プロセッサ
　１５２：電源
　１５４：検出器アレイ
　１５６：検出器インタフェイス回路
　１５８：照明回路
　１６０：メモリ
　１７０：連係ボタン
　１７２：把手部分
　１７４：本体
　１８０、１８２：二つの連係した検出器
　１９０：撮像ワークフロー
　２００：連係系列
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